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I はじめに

国連行政裁判所は， 1949年11月24日，国連総会決議｛りによって設置され

た，国際機構と国際公務員のあいだの雇用関係について生じた紛争の解決

を目的とする独立した裁判機関である。国際公務員の地位は，個々の国際

機構の職員規則や職員細則によって定められている。行政裁判所の設置に

より，さらに，職員の身分を法的に救済する場が確保されることになっ

たY 国連憲章上，この様な機能を有する裁判所について明文の規定はな

い。国際公務員の職務遂行の独立性，効率性を保証するという本質的必要

から，国連行政裁判所設置が黙示的に認められたといえよう 0'" 

この様な行政裁判所が適用する法（applicablelaw：適用法規）の法源に

ついては，職員規則細則，任用契約などがあげられる＠しかし，こう

いった適用法規について，行政裁判所規程はとくに網羅的に規定してはい

ない。これは，国際司法裁判所のように，裁判所規程第38条第l項・第2項

によって，適用法規の法源が明確にされている例とは異なる。したがって，

裁判所による適用法規の法源の範囲は，常に議論の余地を残している 0'" 

ところで，従来から，世界人権宣言が，国連行政裁判所において，しば

しば，原告である国連職員や裁判所によって引用されてきた。この現象

を，法的にどう理解するかが議論の焦点である。これまでにも，学者や国

連行政裁判所によって，適用法規としての同宣言の性格が問題にされてき

たが，定まった解釈はまだない。このことは，国際公務員の人権という観
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点からはもちろん，国際公務員に関係する法の法源を考える上でも極めて

興味深い。国際公務員に対して国際機構の様々な機関の制定する法や，契

約などは，従来から論者により国際法や圏内法とは独立の法体系をなす

「国際行政法」あるいは国際機構の「内部法Jを構成するものとされてき

たY 本稿では，これらの法体系にまで議論を広げる紙幅はないが，国連

職員を規律する法の一部を，世界人権宣言が構成しうるかどうかについて

考察する。

分析方法としては，国連行政裁判所の実行を検討するのが有益である。

まず，最近までに国連行政裁判所において争われた事件で，世界人権宣言

について言及した代表的なものを取り上げ，その紹介をする。つぎにそれ

らと，関連する学説とを検討し，世界人権宣言の国際公務員への適用可能

性について若干の検討を試みたい。

Il 国連行政裁判所と適用法規

まず，国連行政裁判所と適用法規について，概説しておこう。

国連行政裁判所は，総会の任命する国籍の異なる 7名の裁判官からな

り，各事件は3名の判事により構成される小法廷により審理される。同裁

判所の判決は，拘束的なものとして下される〔国連行政裁判所規程第3

条）。裁判管轄権は，国連に加えて，その専門機関である国際民間航空機関

〔！CAO），国際海事機構 (IMO）にも及んでいる。訴を提起できるのは，

一般に，いかなる園内法にも服さずに，事務総長と個人の聞の任用契約

（恒久的および期限付の〉により雇用される国際公務員である。したがっ

て，国内法上の契約〔contract）に基づいて雇用される現地採用の職員

(local staff〕や，職員規則とは異なった特別規則（specialregulations）に

基づいて短期的に雇用される専門委員，コ Yサノレタ Y トは，ここでいう国

際公務員には含まれない。提訴の資格は，事務局の現職員のほかに，前職

員，職員の死後その権利を継承したものなどにも与えられる〔裁判所規程

第2条第2項〕。被告は常に国際機構の事務局の長である。
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裁判所における適用法規は，基本的に，裁判所規程第2条第l項にあげ

られる「国際公務員の雇用および職務遂行に直接かかわる規則」である。

これについては，解釈上，また裁判所の実行上，具体的に以下のものが適

用法規として列挙できる．まず，個々の職員が国際機構との聞で任意に結

ぶ任用契約（contractof employment, terms of appointment）は職員規則

として重要な適用法規となる。事務総長が発行する任命状 (letterof 

appointment, letter of acceptance）なども職員が個別に結ぶ任用契約に含

まれる。さらに，全職員が一般的に従う規則も，重要な適用法規である。

職員規則（StaffRegulations）および職員細則〔StaffRules〕そして職員

年金規則〔S同ffPension Regulation〕と呼ばれるものがこれにあたる。ま

た，職員規貝u，細見uに基づいて総会その他関連機関が制定する職員に対す

る規則その他の命令（administrativeinstructions）も適用法規とされる。

その他，行政便覧・図書〔administrativemannual ・ circular）といった文

書も，適切ならば，職員規則・細則を解釈したものと見倣され，適用され

る。明文の規定はないが，機構の設立基本条約である国違憲章も国連職員

の雇用に関する重要な法源となる。例えば，国連憲章第8条の国連機関に

おける男女の平等はこれにあたる。

上記の規則が，適用きれない場合，法の一般原則が適用されることは，

裁判所の実行により明らかである。さらに必要ならば衡平（equity〕が判

決で用いられる。

国際法が，行政裁判所の適用法規になるかどうかについて国連行政裁判

所規程はとくに触れていない。しかし，特権免除に関する条約や慣習法

は，国際公務員にも規律を及ぼす。似 内法は，基本的に適用されないが，

限られた場合で，国際公務員の個々の雇用契約，職員規程上で国内法の適

用が示されていることがある。国際法，国内法ともに法の一般原則を示す

ものとして適用されることはいうまでもない。

本稿の議論は，世界人権宣言が，国連行政裁判所の適用法規と認められ

るか。認められる場合，その根拠は何かを明らかにするものである。次に
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現在までの係争事件を検討L，国連内部で世界人権宣言がどのような法的

効果を持っかについて考察したい。

ill 国連行政裁判所判例における世界人権宣言の適用

1 世界人権宣言を適用した事例

〈ロピンソ γ事件＞＇＂

本件は，国連行政裁判所が世界人権宣言を初めて適用した事例である。

国連事務局の社会局人口課（PopulationDivision of the Department of 

Social Affairs）の前職員であるロビンソンは， 1952年6月17日，裁判所に

以下のような理由から提訴をした。

原告は， 1950年 1月14日から1952年 l月13日まで， 2年間の期限付き

(fixed-term）で，国連職員として任用された。契約更新を申請していた

が，任周期限終了後，ただちに解任された。原告は，その国連職員組合

(UN Staff Association〕における活動が，契約更新の拒否の理由にされた

ことが，原告の権利である結社の自由（freedomof association〕に反する

として裁判所に申立を行った。また，原告は，契約更新の拒否についてそ

の理由を告げられるべきであると L，また，契約期限終了以前にその後の

任用について明確にされるべきであったと主張した。以上の申立について

裁判所は以下のように審理した。

裁判所は，第 に，国連職員に結社の自由は認められるか，認められる

としたらその権利の性質は何か，また原告の訴えとどの様に関係するかに

ついて審理した。

裁判所は，結社の自由が，世界人権宣言の第20条，第23条4項によって

認められていることをあげた。また，職員が労働組合を組織することを奨

励する明確な見解が事務総長により示されている。裁判所は，世界人権宣

言の関連規定についてふれて，「国連が厳粛に誓約した結社の自由の原則

は，国連機構の事務局内部を含むあらゆるところで認められる原則であ

るJとした。
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つぎに裁判所は，結社の自由はすでに幾つかの職員規則の中で明確化さ

れ，履行されていることに言及する。暫定的職員規則（ProvisionalStaff 

Regula ti叩 s〕の規則15において，国連職員自らが，任命や昇進に関する問

題を議論するための機関を事務総長によって提供されることが定められて

いる。職員細則の規則135は，職員の代表で構成される織員委員会（Staff

Committee）を通じて国連職員は機構の運営や福祉に関する一般的な問題

について話し合いの場を提供されるとしている。また，職員組合（the

Staff Association of the United Nations）は，職員組合規則の第4条で

「全職員は国連職員組合の組合員であることJとしている。

以上から裁判所は，結社の自由が国連職員に認められる権利であること

は明らかであるとした。この点について原告・被告ともに見解の相違はな

かった。次に裁判所は，国連機構内における職員の結社の自由の存在を認

めた上で，本件との関係について述べる。

原告は，国連職員組合において活発なメ γバーであり，組合関連の委員

会では副議長を務め，その資格で話し合いの場や職員の代表として重要か

っ論争的な問題について執行部と意見を異にしていた。一方，原告の業務

成績および上司の評価は高〈，当時は職員の数も不足の状況にあった。原

告は以上から判断して，契約更新の拒否の原因が原告の職員組合の活動に

あると結論したのである。

裁判所は，被告である事務総長に対して，契約更新の拒否の理由につい

て陳述を求めた。これについては，契約職員の契約更新についての決定は

事務総長の裁量に任されると L，また，契約更新の拒否についての理由は

機密情報にあたるとして，提出されなかった。

原告は，被告からの証拠が得られない以上，被告の決定の違法性を問う

ことができない。また，原告に，理由について知らされる機会が与えられ

ない以上，原告の結社の自由について，有効な保護が受けられないことに

なる。

裁判所は，以上から，契約更新拒否の理由について証拠提出がなされな
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いのは原告の結社の自由の侵害にあたり，したがって，原告は法的救済を

得ることができるとした。第二に，原告の契約更新拒否が正当な法の手続

き〔dueprocess）に違反Lていたかについて裁判所は判断する。行政便覧

によると，期限付職員の雇用契約の終了にあたって，期限終了以前に期限

終了後の職員の雇用・地位を人事部において協議するという手続きがある。

しかしながら，これはポストの廃止や予算の削減による場合であり，本件

には当たらない。

したがって，第一の結論から裁判所は，事務総長に対して原告の権利の

侵害に対して，原告の雇用期限終了から本判決の日までの給与その他の損

害に相当する賠償金を支払うよう命ずる判決を下した。

2 世界人権宣言を適用しなかった例

世界人権宣言は，現在まで，原告である国際公務員の側からしばしば行

政裁判所への提訴の根拠として，その主張に盛り込まれてきた。原告が世

界人権宣言に言及する事件の事実内容としては，雇用契約の解除をめぐる

ケースが目立つ。裁判所が世界人権宣言を適用Lなかった例では，原告か

らの世界人権宣言への言及がその事件に適切ではないとするもの，ω 世

界人権宣言への言及について裁判所はとくに判断していないもの，に大き

く分けられよう。以下，主要な判決を見てみることにする。

A くそーゼノレ事件〉開

本件は，原告が，事件を世界人権宣言第2条の権利と自由の享有に関す

る無差別待遇の規定に基づいて審理するよう求めたものである。

オーストリ 7人である原告のモーゼルは， 1978年8月28日まで国連工業

開発機関（UNIDO）にプログラマーとして勤務していた。 1971年12月21

日，原告のプログラマーとしてのポストの職階の決定が行われた固その

際，事務職員（GeneralService）レヘルにされたことに対して，原告は，

自らの国民的出身が職階決定に影響したという不満をもった。事務総長
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が，オーストリア国籍を職階決定の際に考慮したというのである。原告

は， 1980年2月23日，国連事務総長に宛てて，『国連事務局における差別的

待遇』と題するメモランダムを提出した。 1980年4月22日，原告は国籍の

ゆえに事務職員レベルとされたことについて， UNIDOの合同訴願審議会

(Joint Ap.peal Board）に審査請求をした。 1983年1月12日，原告は，同事

件を裁判所に提訴し，世界人権宣言の第2条にある，「すべての人がすべ

ての権利を国籍等による区別なく享受できる」という規定の侵害であると

主張した。

ところが，原告のモーゼルは，実質的に同一内容の訴を，行政裁判所に

申し立てていた。それはすでに，事件第273号として裁判所によって審理

済みであった。すなわち，二件の唯一の違いは，本件において原告が提訴

の法的根拠として世界人権宣言を挙げたことにあり，事件第273号におい

て原告は別の法的議論を展開している。事件第273号は本案について合同

訴願審議会に差し戻されており，現在も係属中である。

「原告は異なる法的根拠に基づいて訴を提出しているが，同じ事実的内

容の二件に対して裁判所は異なる法的判断をすることはできない」との理

由から，裁判所は，本件の審理の請求を退けた。

なお，世界人権宣言について，裁判所は以下のような立場を示した。「世

界人権宣言に関する新しい法的議論については，合同訴願審議会に対L,

事件第273号についての審議の際，手続き上可能であれば自由に提起でき

るL，行政裁判所に対しても，その事件が将来的に裁判所に持ち込まれれ

ば，提起は可能である。」

B （カフキン事件＞＂町

ロシアに生まれフラYス国籍を持つカフキンは， 1946年，国連総会開催

中の期間のみの契約で会議の通訳として国連に入り，期限付き任用を経た

後， 1947年8月28日に恒久的職員となった。その後，経済関係，技術援助

行政の業務に関わった。カフキγは， 1955年7月10日，本人が1940年から
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申請していたアメリカ合衆国の永住査証が1955年8月4日に許可されると

の連絡を得た。ピザ取得の要件として， 1952年12月24日のアメリカ合衆国

移民および国籍法のセクション 247(a）により，署名による「特権免除の放

棄」が条件とされた。そこで，カフキンは，国連職員の身分のまま特権免

除の放棄のための署名が許可されるよう事務総長に請願した。しかしなが

ら，事務総長は，原告が国連職員のまま特権免除放棄の署名を行うことを

認めなかった。カフキYは， 1955年7月29日に1955年11月l日にて辞職す

る旨の辞表を提出L，それは同年8月2日に受理された。カフキγは，

1955年10月21日，国連職員の身分のまま特権免除の放棄ができるよう許可

を求めて，再度合同訴願審議会に請願をしたが，認められなかった。そこ

で1956年5月3日に国連行政裁判所に申立を行った。

原告は，事務総長が特権免除の放棄に署名する権利を与えなかったこと

が，世界人権宣言にある居住の自由に反すると主張した。被告は，原告の

主張は一般的な人権と雇用契約上適用される特定の雇用条件とを混同して

いるために不適切であるという判断を示した。裁判所も，被告と同様の立

場をとり，原告の主張を退けた。

カフキン事件と同じく，アメリカ合衆国の国籍を取得するために，特権

免除の放棄の署名への許可を事務総長に対して求めて却下されたことを

争った事件に，フィッシュマン事件，＂＂ vャ バン事件【聞がある。いずれ

についても，裁判所は，世界人権宣言第15条第2項の「何人も一一国籍を

変更する権利を否認されないJに反するとする原告の主張を，カフキY事

件と同様に，「一般的な人権と特定の職務上の条件を混同している」とし

て，退けている。

国連職員の特権免除は，国連憲章第105条において認められている。カ

フキン事件その他で申し立てられた事務総長の措置は，事務総長の裁量権

の範囲内であって，世界人権宣言が制限を加える場合にはあたらないとい

う判断が裁判所によって下されたと評価できょう。
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c ＜コノレドグェズ事件〉悶｝

本件は，国連が，職員の子弟の教育費を賄う義務がどこまであるかにつ

いて争われた事件である。やはり，原告によって，世界人権宣言が言及さ

れた事例である。

ユュ ヨークの国連事務局に事務次長（UnderSecretary General)とし

て勤務していたエクアドル国籍のコルドヴェズは，子弟の教育費の支払い

を， 1982年8月9日より二度に渡り，人事担当部局に申請した。子弟の大

学はカリフォノレニ7のスタンフォード大学であった。コノレドヴェズの請求

に対して行政部は，子弟の教育機関が職員の職務地から通学可能範囲にな

い場合，教育関係費の支給の決定は事務総長に委ねられるとした。事務総

長は，行政命令および職員規則 103.20(e)(ii）により，支給額の決定の際，

「職員の職務地から通学可能な範囲にその子弟に適した教育機関が存在し

ないJかどうかを考慮することとなっている。コノレドゲェズは，その様な

規定は，世界人権宣言その他の国際的な法文書によって認められている

「親は，子に与える教育の種類を選択する優先的権利を有する」という原

則に反するとして，国連行政裁判所に申立を行った。

裁判所は，まず，世界人権宣言その他の文書で認められている原告の権

利が行政部によって侵害されているかどうかについて審理した。裁判所

は，争点は世界人権宣言第26条第3項に規定される親の教育権が存在する

かどうかではなく，世界人権宣言その他の国際的な文書や法の 般原員uを

基礎として，国際機構が職員の児童の教育費を賄う義務を負うかどうかに

あるとした上で，その様な義務の存在を否定した。国際機構が教育費を負

う義務は，職員との契約と，職員一般に適用される規則や細貝uから生ず

る，いうのである。そして，本件について契約その他の検討から，原告の

契約には教育費支給に関係する記載がないことが認められた。また，職員

規則その他からも，国連による教育費支給の義務が定められていないこと

から，原告の申立は退けられた。
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〈シャンポリー事件.＂＂コフィヰ事件，間デュクレ事件.＂邸

ファス事件J町スヰープ事件｛附〉

これら一連の事件は，ジュネープ欧州国連事務局の校正係である原告

が，事務総長に対して自らの職階上の地位について，ニューヨークの国連

事務局の校正係と同ーの職階を認めるべきだとして争ったものである。

1951年1月1日，国連欧州本部では職階の分類が変り，校正係の等級は

p 2レベルがl人， P-1レベノレが7人となった。一方，ニューヨークの国

連本部においては，校正係の等級は， 3人がP-3レベル， 17人がP-2レ

ベノレ， P-1レベルと G-4レベルがそれぞれl人となった。これにより同

じ校正係の職務階級に，約lレベノレの差が欧州事務局と国連本部の闘で生

ずることになったのである。

原告らは，ジュネープにおいて決定された彼等の職階が，以下の点から

再分類されるべきだとした。第ーに，職員規則の規則2.1において，同ーの

義務と責任を持つ職員は同ーの賃金を支払われることが原則とされている。

さらに，世界人権宣言の第23条第2項においても，「すべての者はいかな

る差別もなしに同ーの労働について同ーの報酬を受ける権利を有する」と

規定されている。

被告の事務総長は，世界人権宣言の「同一職務に対する同一賃金」の原

則は同一職務地域のみに及ぶと解釈されるべきで，ここで世界人権宣言の

拘束的効果〔bindingeffect）について考慮する必要はないとした。

裁判所は，欧州事務局と国連本部での校正係の職務内容が同一であるこ

とから，上記の職員規則の規則2.1を適用L，原告には，それぞれ補償額が

支払われた。いずれの判決においても，裁判所によって世界人権宣言はと

くに言及されていない。

〈クロフォード事件，附リード事件，剛グレーザー事件，m

ウォラック事件岡町〉

これらの事件は， 1950年代，アメリカ合衆国でマッカーシズムが国連職
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員にも及んだ頃におきた。原告らは共産主義者であったことから，臨時任

用職員の契約を破棄されたのである。事務総長は，職員規則9.1(C）にある

「国連の利益のためjを契約破棄の理由にした．原告らは，この措置は国

連憲章，職員規則1.4の政治的信条の自由，職員細則および世界人権宣言

に違反すると主張した。裁判所は，職員規則1.4(C）を適用して事務総長の

解雇措置は事務総長の権限の濫用であるとして，事務総長に対して被告の

原状の回復をするよう言い渡した。事務総長は被告に損害賠償を支払った。

この場合も裁判所によって世界人権宣言はとくに言及されてはおらず，

職員規則が適用された。

3 世界人権宣言が個別意見において言及された例

〈ノ、マデ パナジ事件〉刷

原告は，裁判所に二つの訴を提出した。第ーは，医療避難（medical

evacuation）先に関するもので（事件第525号〕，第二は，原告の帰国休暇

先の変更についてのもの（事件第526号〕である。

原告は，恒久任用の国連開発計画（UNDP）職員であった。サウジアラ

ピ7国籍の原告は， 1983年3月，インド国籍のパナジーと結婚した。 1985

年5月，原告の夫パナジーは，アフガニ兄タンのカプーノレのUNDPの常駐

代表事務所〔Officeof Resident Representative〕に，原告は，同じカブー

ルの国連人口基金（UNFPA）のプログラム開発顧問として，それぞれ任

用された。

裁判所は，事件第525号と第526号の二件が原告を同じくし，相互に関連

していることから，両者を同時に扱うことにした。二つの事件の背景は概

要次のようである。

サウジアラピ7国籍の原告は，結婚に際して，父親からの許可が得られ

ず，また，サウジアラビ7法上，外国人との婚姻の場合に必要となる政府

の許可も得られていない。そのため，サウジ法のもとでの正式な婚姻には

ならず，外国人である夫とその子供に，サウジアラヒ‘7への入国査証がお
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りないことになった。また，子供には，サウジアラピア国籍が認められな

い。また，原告によれば，未婚女性の法的な保護者は，父親または兄弟で

あり，女性の被保護者は，保護者の許可無く，サウジアラビ7を出国する

自由を有しない。

事件第525号は，つぎのように要約できる。原告は，第二子出産のための

医療避難先をサウジアラビ7にすることが物理的に困難であった。そこ

で，事務総長に対L，医療避難先のニューヨ クへの変更を願い出ると同

時に，原告と第一子の生活手当，交通費などの支給を請求した。しかしな

がら，この請求は，請求額，避難先，子供の交通費その他も含めて，事務

総長によって許可されなかった。裁判所は，原告の請求を裏付ける具体的

規則が存在しないことから，原告の主張を退けたのである。裁判所は，原

告個人の特殊な状況を考慮して，職員細則， UNDPのイ Yストラク Vョン

の規則から例外を許す可能性を示唆しながらも，例外が認められるかどう

かの判断は，被告である事務総長の裁量に委ねられる問題であり，裁判所

は判断できないとした。

事件第526号は，原告の帰国休暇先の変更が認められなかったことにつ

いての申立である。原告は，以前，帰国休暇先を，サウジアラビ7から，

近親者の住むパーレーンに変更を願い出て，一時的措置として認められて

いる。今回は，スイスに帰国休暇先の変更を願い出た。しかしながら，ス

イスには，パーレーンと同様の近親者の存在は認められず，原告の請求に

適用しうる規則が存在しないことから，変更は認められていない。裁判所

は，事件第525号と同様に，裁判所自身が職員に適用しうる規則について

例外を認めることはできないとした。

この二件について，ピント（RogerPinto）判事は，個別意見を付してい

る。同判事は，「原告の帰国休暇先をパーレーンに永久的に変更すること，

それに伴う旅費，交通費を，被告が認めなかったのは一一原告の状況から

判断して 国連の機構が厳絡にそれを遵守することが課せられている国

連憲章，世界人権宣言，市民的政治的権利に関する国際規約に反する」と
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いう反対意見を述べている。

町 学説の紹介と検討

以上，国連行政裁判所において，最近まで，どの様に世界人権宣言が引

用されてきたかについて主要な事例を見てきた。次に，世界人権宣言が，

国連行政裁判所において，適用法規として認められるかどうかについて学

説をふまえて検討してみたい。

最近までの学説を見てみると，学説は以下の三つに大別することができ

る。第ーは，世界人権宣言の法的性格を否定L，適用法規としても認めら

れないとするものである。第二は，世界人権宣言を，法の般原則のひと

つととらえ，適用法規としての地位を与えようとするものである。第三

は，世界人権宣言が，国際公務員を拘束する固有の法のような効果をもっ

とし、う立場である。

1 世界人権宣言を適用法規として認めない立場

この立場をとるものに，エイクハースト（M.B. Akehurst〕，コー（B.

C. Koh〕カ泊、る．

エイクハーストは，世界人権宣言が衡平または自然法を表明した文書で

あり，実定法とは別個のものとしてとらえられるとする。世界人権宣言を

適用した事例て、あるロビンソン事件に関して，エイクハーストは，裁判所

の判断が結社の自由の保護を規定した世界人権宣言に部分的に依拠してい

ることを認めながらも，それらの原則の履行を保証している職員規則や職

員細則の規定の方がより 層重要であるとした。また，カフキン事件で，

裁判所が原告が「一般的な人権と雇用契約に規律される特定の業務条件と

を混同」していることを理由に世界人権宣言に依拠することを不適切とし

たことを例にあげて，世界人権宣言が法源て‘あるための証拠が不十分であ

るとしているJの

コーは，国連憲章が国際法として当然に適用法規として認められ，国連
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行政裁判所の事例によってもそれが裏付けられているのに対L，世界人権

宣言については，カフキY事件をひいて，法としての適用可能性が認めら

れないものと推論している。聞

これらの論者が，世界人権宣言を適用法規として認めていないのは，世

界人権宣言が，法文書ではなく，道徳的な効果をもっ文書でしかないこ

と，国連行政裁判所の判例において言及されても，適用法規とされた例が

ほとんどないことにあると考えられる。

2 世界人権宣言を適用法規として認める立場（1)

第二の立場をとっているのは，ジェ Yタ見（C.W. Jenks〕，アメラγy

ゲ〔C F. Amerasinghe）である。

ジェンクスは，世界人権宣言が法の一般原則として適用されると考える。

世界人権宣言は国連行政裁判所のいくつもの事件で援用されてきたが，そ

れが実際に適用されるかどうかは事例により異なるとした。剛

アメラシンゲは，次のような論拠から，世界人権宣言が適用法規となり

うるという立場をとる。アメラシンゲは，カフキン事件，コノレドグェズ事

件をひいて，裁判所が，双方とも，世界人権宣言に規定されている権利を

侵害していないとしていることから，世界人権宣言が職員の雇用関係の法

源であることをとくに否定していないことを指摘している。このことか

ら，裁判所によって，一般的な条約や文書が引用される場合，それらは，

国際機構の職員の法となりうるとしている。問 また，ロピンソン事件で，

国連が世界人権宣言において宣言した結社の自由に対する権利が，国連機

構内にも認められるとしたことについて，結社の自由を認める法の一般原

則がいったん存在すれば，国際機構によって具体化する法が制定されてい

ない場合でも，職員はその権利を享受できるとした。剛
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3 世界人権宣言を適用法規として認める立場（2)

第三の立場をとるのは，アサモア（0.Y. Asamoah），ホーへンベノレデノレ

ン（！.S. Hohenveldern）である。双方ともに共通するのは，勧告決議が国

際機構自身に対して持っている効果に注目している点である。

アサモ7は，個人の権利に関する国連総会決議は，国連事務局内におい

ても適切ならば，その基準に合致するよう実施されなければならず，その

基準は，国際行政法の一部となるとしている。その根拠として「国連が加

盟国に対して促進させようとしている基準を国連機構自身が無視すること

自体が奇妙である」聞としている。したがって，国連の意思として明確化

され，人権といった国連職員にもかかわる内容である世界人権宣言につい

ては，適切であれば，宣言によって認められた基準が国連内の職員にも適

用されるという立場だと理解できるだろう。

ホーヘンベノレデノレγは，世界人権宣言の国際機構内部における法的役割

を積極的に肯定していると考えられる。ホーへンベノレテノレンによれば，国

際機構の勧告決議の拘束力は，加盟国や他の国際機構に及ぶものではない

が，当該機緋そのものには拘束的である，とする。その例として，世界人

権宣言の諸権利は，国連職員に付与されなければならないとしているので

ある。間世界人権宣言が，国際公務員に対しては形式的な意味での法源

(formal source〕になる，という考え方をとっていると見ることができ

る．

v 世界人権宣言の法的効果ー判例・学説をふまえた検討

以上，世界人権宣言が，国連行政裁判所において適用法規としての地位

をあたえられるかどうかについて，判例，学説をそれぞれ取りあげてきた。

先にみた判例から少なくともいえることは，世界人権宣言の諸規定が，

国際機構内部においても尊重されるべき原則としての地位を得ていること

である。ロピンソン事件では，世界人権宣言において表明された結社の自

由の原則が，国連機構それ自身も含めて認められることを明確に述べてい
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る。ハマデーーバナジ一事件では，ピント判事の個別的意見において，世

界人権宣言が国連機構それ自身によっても遵守されるものとして述べられ

ている。コノレドヴェズ事件においても，世界人権宣言に規定される親の教

育権が国連職員に認められることは否定されていない。モーゼル事件で

は，世界人権宣言についての法的議論は展開されなかったが，原告に同宣

言の裁判所への提起は自由であることが示された。その他の事件でも，同

宣言を原告の権利侵害の根拠とすることについて，当該事件においてみる

かぎり不適切であるとしても，権利の存在を裁判所は否定してはいない。

カフキン事件，シャンポリ 事件，クロフォード事件などは，世界人権宣

言よりもむしろ，職員規則，職員細則を適用していることがわかる。これ

は，同宣言を原告の権利侵害の根拠とすることについて当該事件において

みる限り不適切であるとしたのであって，世界人権宣言の適用法規として

の可能性が排除されたと見るべきではない。以上から，国連行政裁判所に

おいて，世界人権宣言の規定の一部が適用法規の 部として認められてい

るということができる。エイクハーストやコーの立場からは，この現象を

説明できないことになる。

問題は，世界人権宣言が適用法であると結論できる法的根拠を理論的に

どう説明するかである。

世界人権宣言を実質的法源（materialsource）としてとらえることは，理

論的に可能である。ジエンタス，アメラシンゲはこの立場をとって，国連

職員に適用される法の実質的法源として世界人権宣言をとらえた。また，

世界人権宣言を国際慣習法の表明としてとらえ，それゆえに国連職員も拘

束するとみる考え方も理論的に可能であろう。しかしながら，法の一般原

則や慣習法に世界人権宣言の適用法規としての根拠を求めるには，国際機

構一般に，国際公務員についての同じような権利，原則が適用されている

かどうかの細かい証明の作業が厳密には必要になる。筆者の見る限り，閏

連以外の機構に関する事件で世界人権宣言そのものが引用され，適用され

た事例はない。
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ホーへyベノレデノレンのように世界人権宣言といった国連総会による一般

的な宣言決議が直接国際公務員を規律する法の形式的法源だと結論するに

は，根拠となる法律の存在が必要になる。しかしながら，その様な条文等

は存在しない。国連憲章の解釈として世界人権宣言をみるならば，宣言の

法的拘束力を国連職員にも認めることができるかもしれない。ハマデーー

バナジ一事件のピント判事の個別意見では，世界人権宣言を国連憲章や市

民的政治的権利に関する国際規約と一連のものとして扱っている。世界人

権宣言の適用法規としての根拠は，ここでは，国連憲章の解釈として考え

られているともみれる。いずれにしても世界人権宣言がどこまで国連職員

に拘束的であるかという問題は，さらに理論的究明が必要である。

世界人権宣言が実際にどのように国連職員の法として解釈・適用される

かについては，行政裁判所による解釈・適用，職員規則などによる具体

化，事務総長の裁量権への影響といった，国連機構内の実行によって判断

されるのが実際的だと思われる。世界人権宣言のいずれの原貝u，権利が具

体的にどの様に国連職員に認められるかは，今後の裁判判例によってより

明確化されるであろうし，職員規則その他において具体化されると考えら

れる。ロピγソソ事件で明確に示されたように，結社の自由は，国連職員

の法の重要な原則となっていると見ることが可能である 0""  

以上，国連行政裁判所が，職員の雇用関係より生ずる事件の適用法規と

して，世界人権宣言が機能しうることを実証的にみてきた。ここにも，世

界人権宣言の法的効果がみられるのである。

注

(!) GA/Res./351(1/）.国連行政裁判所規程は，その後 GA/Res./7828（咽）および GA/

Res./907(X）によって改正されている。国連職員の権利を擁護するために，行政裁判

所のほかにも，職員評議会（StaffCooncil)，合同諮問委員会〔JointAdvisory 

Committee），合同懲戒委員会 (JointDisciplinary Committee），合同訴願審議会

(Joint Appeal Board〕などがある．（この点に関する詳細は，太寿堂 鼎「国際公務

員白身分保障と行政裁判所J『法学論叢』 71巻4号， 1982年を参照。〕
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APPLICATION OF THE UNIVERSAL DECLARATION 

OF HUMAN RIGHTS IN THE JUDGEMENTS 

OF THE UN ADMINISTRATIVE TRIBUNAL 

《Summary》

Misako Takizawa 

The UN Administrative Tribunal was established in 1949 to 

adJud1cate in legal disputes arising between the UN Secretary-General 

and staff members of the UN organisation. 

The applicable laws of the UN Administrative Tribunal consists 

mainly of the internal laws of the UN, namely, the applicant’s contract 

of employment, the Staff Regulations and Rules, and provisions of 

general scope such as admimstrative instructions. In a number of cases 

it has been found that the Umversal Declaration of Human Rights 

(UDHR) has been invoked before the Tnbunal Analysis here 1s focused 

upon the legal problem ; i.e. whether, and if so how, the UDHR 1s 

applied as internal law of the UN by the Tribunal in allegalions 

concerning UN staff members. 

Through analysis of the cases, it 1s recognized that certain provisions 

stipulated in the UDHR are relevant as legal rights of the staff 

members of the organisation. In the Robinson Case, in which 

d1scriminat1on against the applicant by reason of activities m the UN 

Staff Association was alleged, the Tribunal held that“the right of 

association is recognized by the UDHR＇’ and stated that 1t was satisfied 

that the principle of the right of association to which the UN 1s 

solemnly pledged 1s admitted on all sides to be a pnnc1ple which must 

also prevail within the orgamsation’s own Secretariat. In the H amadeh-
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Banerjee Case, Judge Pinto stated the opinion that the strict 

observation of the UDHR is imposed on the Orgamsation of the Umted 

Nations. In other cases, 1! has not been denied that certain rights 

asserted by the applicants could be granted to them, even though they 

had been irrelevant to the allegations. 

As far as the legal character of the UDHR is concerned, some deny 

that it mdeed has a legal character, some argue that the UDHR obtams 

legal force by way of General Principles of Law and some take the 

view that the UDHR is legally binding to the UN Secretariat This calls 

for further theoretical study and future cases should show which 

provisions of the UDHR are considered relevant to the UN Secretariat 


